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こうした話の中で、
○ 大麻栽培は儲かる。
○ 大麻には無限の可能性がある。
○ 今始めないと外国の大麻関連企業に利権を奪われる。
○ 大麻は危ない薬物ではない。
○ 外国では合法だ。
などの誘い文句が盛んに喧伝されています。
こうした説明は本当に正しいのでしょうか？

本当であるならば、なぜ、「大麻取締法」という特別な
法律まで作られて、大麻は厳しく規制されているので
しょうか？

『大麻』は、世界で最も乱用されている薬物で、麻薬の
一種です。そのため、大麻取締法により許可を受けた農
家だけに栽培が認められています。

本冊子は、皆さんが大麻を巡る現在の状況について正し
い知識を得て、正しい判断をして頂くことを目的として
作られました。

できるだけ簡潔にまとめておりますので、それぞれの状
況に応じてご活用頂ければ幸いです。

はじめに
いま、違法薬物である『大麻』を利用してまちおこし
ができるという話が静かな広がりを見せています。
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Ｔ氏は、地域活性化を謳い文句に町協力のもと免許を取得し大麻栽
培に乗り出した。Ｔ氏はネット等で大々的に大麻栽培をアピールし、
栽培体験ツアーも実施していた。だがＴ氏の正体は大麻愛好家であり、
次第に全国の大麻愛好家たちがＴ氏のもとへ集まる事態となった。

結局、Ｔ氏は嗜好目的での大麻所持が発覚し、大麻取締法違反で検
挙され、その後、免許取消しとなった。

１．大麻栽培をめぐる検挙例

（１）大麻草の有害成分ＴＨＣ
大麻草の茎からは、丈夫な繊維が採取できます。しかし、大麻草

はＴHC（テトラヒドロカンナビノール）という人体に極めて有害
な成分を含んでおり、その乱用は社会に悪影響を及ぼします。

（２）大麻取締法
大麻は大麻取締法で厳しく規制され、無許可の栽培や所持等は法

律で厳しく罰せられます。（下記参照）

このような事態におちいらないよう、
大麻のことを正しく理解しましょう！
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（１）大麻は極めて有害な薬物です。
大麻の穂や葉に含まれる THC（テトラヒドロカンナビノール）が

脳神経のネットワークを切断し、幻覚作用、 記憶への影響、学習能
力の低下、知覚の変化などを引き起こします。

（２）大麻は世界で最も乱用されている薬物です。
大麻は、「1961年の麻薬に関する単一条約」でヘロイン等と同様

の厳しい規制をかけられた麻薬です。 依存症の治療を受けている患
者数も増加していると報告されています。

（３）日本では覚醒剤に次いで乱用者数が多い薬物です。
日本では、覚醒剤で検挙される者が最も多いですが、２番目に多

いのが大麻事犯者です。平成27年には約２千人が大麻の所持等で逮
捕され、うち４割が20代以下の若者です。

大麻とは、大麻草（カンナビス・サティバ・エル）及びその製品を
いいます。大麻草の成熟した茎や繊維等の製品と、大麻草の種子及び
その製品は大麻から除かれ、規制の対象外となります。

２. 大麻とは？

日本における大麻事犯検挙人員

2,167人（平成27年）
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011-726-1000 055-223-1491
022-227-5700 026-235-7159
03-3512-8690 058-272-8285
045-201-0770 054-221-2413
052-961-7000 052-954-6305
06-6949-3779 059-224-2330
078-391-0487 077-528-3634
082-228-8974 075-414-4790
087-823-8800 06-6941-9078
092-431-0999 078-362-3270
093-591-3561 0742-27-8664
098-854-0999 073-441-2663

011-204-5265 0857-26-7203

017-734-9289 0852-22-5259
019-629-5467 086-226-7341
022-211-2653 082-513-3221
018-860-1407 083-933-3018
023-630-2333 088-621-2233
024-521-7233 087-832-3301
029-301-3388 089-912-2393
028-623-3119 088-823-9682
027-226-2665 092-643-3287
048-830-3633 0952-25-7082
043-223-2620 095-895-2469
03-5320-4505 096-333-2242
045-210-4972 097-506-2650

025-280-5187 0985-26-7060

076-444-3234 099-286-2804

076-225-1442 098-866-2215

0776-20-0347
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